
 

 

 

 

 

金沢市内の保育施設における 

新型コロナウイルス感染症への対応について（第２報） 

 

 

 現在休園中の平和こども園（平和町２－６－６）について、金沢市保健所の感染

状況調査が引き続き必要なため、以下のとおり当該施設に対し休園期間の延長を要

請しました。 

 

 

＜要請事項＞ 

（１）８月２３日（月）までの休園 → ８月２５日（水）まで延長 

 

（２）当該保育施設に在籍している児童及び職員について、休園している間の 

自宅待機、健康観察 

 

（３）当該保育施設の消毒（８月２３日に実施） 

 

   ※ 引き続き、金沢市保健所が保育施設における感染状況調査を行い、その 

    結果等により休園期間を延長する場合には、あらためて報告いたします。 

 

 

 

   ※ プライバシー保護の観点については、十分なご配慮をお願いします。 

 

令和３年８月２３日 

保育幼稚園課（保育施設の対応について）  

連絡先 220-2299 


